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商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 1 
 

オーストラリアの政府機関であるAustralian Competition and Consumer 

Commission (ACCC)が数年前に市場に出回つている製品の安全性を確認する為の 

一斉捜査を行いました。 
 

ACCC とは消費者保護を目的に設置された連邦政府機関であります。今回対象と 

なりました製品はサングラス及びファション・レンズで販売店５００店舗が調査 

の対象となりました。その内１１５店舗が捜索を受けた結果２１店舗のみが安全 

性の基準を満たしておりました。 
 

特に大型店舗チェーンを展開する３企業の製品の安全性を無視した販売にACCC 

は注目致しました。その中には日系企業も含まれておりました。 
 

商慣習法（Trade Practice Act ）65C 条では安全基準を満たしていない製品を企業 

が販売する事を禁じております。危険を解除する為の対策を企業は施さなければ 

なりません。 
 

その日系企業は商品説明を怠つたとしてACCC は起訴致しました。レンズの種 

類及び自動車運転が可能かどうかを明記するのを怠つたとして起訴されました。 
 

食品や人体に直接関係する商品の卸や販売をする場合特に注意を払う必要が有り 

ます。 
 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 2 
 

某日系家電メーカーが商慣習法違反であるとして、ACCC に起訴されました。起 

訴状の内容は消費者を欺く様な宣伝をしたとの事でありました。平成１９年１１

月２３日から１２月２４日の期間メーカーは薄型テレビの購入者には漏れなくゲ

ーム機器が頂けると広告致しました。実際にはメーカーは購入時にはゲーム機器

を与えず、ゲーム機器が頂ける為には薄型テレビが製造番号が必要であるとしま

した。しかし、製造番号が判明するのはテレビが購入者の自宅に搬入された時初

めてであり、景品の申請まで時間が掛かりました。申請期間が限定されており、

多くの購入者が景品であるゲーム機器を受理出来ませんでした。 
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この事実を把握したACCC はメーカーは誤解又は消費者を欺く行為を禁じた商 

慣習法５２条違反であると断定致しました。 
 

連邦裁判所で間も無くメーカー側は裁判官から聴聞を受ける予定になつておりま 

すが、本件で学ぶ事は誤解を招く様な広告を慎む事であります。当然社内及び広 

告代理店等でよく吟味された後広告を出されたと思われますが、オーストラリア 

では予想されない事が発生する場合がありますので細心の注意が必要とされます。 

 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 3 
 

ACCC は某家電メーカーが小売店に対し最低小売価格を強要したとして起訴致し 

ました。メーカーのNational Sales Manager は小売店に対し同社のテレビ、デジ 

タル・ボックスやアイ・ポツド製品の宣伝広告を行う際にある価格以下では表示 

しない様に指示致しました。 
 

ACCC は商慣習法４８条で禁じている最低小売価格の強要であるとしてメーカー 

を起訴致しました。Sales Manager は違法であると知りながらも強要したとして 

ACCC はメーカーとManager に対して下記の処分を求めました。 
 

処分 

１．メーカーとNational Sales Manager からの罪を犯したことの表明文 

２．メーカーとNational Sales Manager に対して同罪を繰替えさせない行  

政処  分 

３．メーカーとNational Sales Manager に対して罰金刑 

４．メーカーに対して社員に商慣習法の遵守を徹底 

５．メーカーに対して小売店等に今回の違反を公表する事。 
 

上記の様な処分を受けた場合、販社にとつてかなりのイメージ・ダウンに繋がる 

と思料されます。 

 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 4 
 

某日系通信機器メーカーは自社の船舶無線機を完全防水として売り出しました。 

実際にはJIS 規格の4 級で生活防水でありましたが、完全防水ではありませんで 

した。ACCC は商慣習法違反であるとしてメーカーを起訴致しました。 
 

また、メーカーは商慣習法で保障されている製品保障をメーカー保障書の中で削 

除又は限定し、あたかも消費者は製品保障されていない様な誤解を与えたとして 

追加起訴致しました。 
 

ACCC はメーカーは虚偽の表現を禁じている商慣習法を違反したと断定致しまし 

た。メーカーはACCC との交渉の末, 完全防水と思い購入した者で返金を希望 



する者には全額返金する事と水害を受けた購入者には全額返金、製品の交換又は 

修理の保証をする事で和解に達しました。 
 

一番メーカーにダメージを与えたのは本件の一抹を自社のホーム・ページに掲載 

する事と小売店に公表する事でありました。 
 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 5 
 

自社のCD 製品を海外から平行輸入をしている小売店に対して自社の他製品の卸 

しを停止した某日系メーカーに対してACCC は処分を行いました。ACCC は商 

慣習法４５、４６及び４７条で定めている独占禁止に違反すると断定致しました。 

メーカーの行動は自由競争を妨げ、市場の独占化を狙う為のマーケツト力の乱用 

をであると看做しました。 
 

ACCC がメーカーに出した処分の中には、平行輸出をしている卸し業者を向こう 

２年間妨害しない事とACCC の調査費用２０万ドルが含まれておりました。 
 

米国等からの平行輸入の影響を受け国内売り上げの低下でお悩みの日系販社が多 

くあるかと思料されますが、対抗処置を取る前に商慣習法を熟知している事が重 

要であります。 

 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 6 
 

中国産の蜂蜜をオーストラリア産と偽つて日本国内で販売していた日系企業が 

ACCC に処分を受けました。この日系企業は豪州国内に現法を持つており、２％ 

のみオーストラリア産の蜂蜜を混入させ残りは中国産であるにも拘わらず、オー 

ストラリア産のラベルを瓶に貼り日本国内で販売しておりました。 
 

瓶詰めは中国の工場でされておりましたが、オーストラリアで製造、瓶詰めされ 

た様に表示されておりました。また、２％のみオーストラリア産であるにも拘わ 

らず、全てタスマニア産と表示致しました。 
 

ACCC はこの日系企業を商慣習法違反で起訴致しました。虚偽の表示を禁じてい 

る５２条に違反していると断定致しました。また、５３条では生産国の虚偽の表 

示を禁じております。 
 

ACCC は商慣習法の５条を活用する事により豪州と商取引がある国外の企業に商 

慣習法を適応致しました。 
 

食品等でオーストラリア産の表示する際には豪州国外で販売する場合でも豪州の 

国内法が適応される事を忘れてはいけません。但し、豪州裁判所の執効能力につ 

いては、幣法律事務所ホーム・ページの「国際法」を参照下さい。 

 



商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 7 
 

某日系自動車メーカーは自社のホーム・ページの中で、販売中のある車種は全て 

のドアにパワー・ウィンドーが標準装備されている旨の広告を２００１年の１２ 

月から２００２年の１０月まで実施しました。しかし、実際にはパワー・ウィン 

ドーが装備されていたのは前部のドアのみで、後部のドアに装備されておりませ 

んでした。 
 

２００２年の２月にメーカーは問題に気が付きましたがホーム・ページを訂正致 

しませんでした。同年の９月には一般消費者からも苦情が寄せられました。 
 

ACCC は翌年の３月にメーカーを査察した結果下記の処分を言い渡しました。 
 

� ホーム・ページを６ヶ月毎に商慣習法に乗つ取り監査する事。 

� その決果をACCC に報告する事。 

� 車の購入者に賠償する事。 
 

特記事項はACCC がこの自動車メーカーに対して弁護士によるAudit を義務付け 

た事でした。 

 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 8 
 

某日系自動車メーカーは、販売中の4 輪駆動の補助燃料タンクの容量を自社広告 

及び運転マニアルの中で誤表したとしてACCC に起訴されました。 
 

ブロウシャー及び運転マニアルには補助燃料タンクの容積が40 liters と記載され 

ているにも拘わらず実際には32 liters しかありませんでした。 
 

メーカーは直ちに間違いを訂正致しましたが、ＡＣＣＣの処分は下記の通りでし 

た。 

� ロード・アシスタンスを更に１年延長、 

� 走行５万キロまでの無料車輌整備及び 

� 走行６万キロ時点での無料車輌整備を購入者に与える。 

 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 9 
 

某日系メーカーの元従業員は、一定以下の値段では自社のデジカメを販売しない 

様小売店に伝えました。また、小売店が従わない場合は取引を停止すると伝えま 

した。且、口頭のみならず文書でメーカーの元従業員は小売店と合意書を交わし 

ました。 
 

ACCC の調べに対して元従業員は小売値を吊り上げる様指示した事を認めました。 

メーカーは直ちに商慣習法のコンプライアンスを社内で実施致しました。また、 



小売店に対して違法行為を犯した事を認め謝罪を致しました。 
 

本件の注目すべき点は違法行為が発生したのは企業買収前、つまり子会社化する 

前の事でありましたが、発覚したのは買収後でありました。 
 

本件で学ぶ事は、買収前に対象企業の商慣習を遵守する為のガバナンス有無を確 

認をすべきであったにも拘らずこの日系企業はそれを怠っ事であります。 

 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 10 
 

１０年前以上に某日系自動車メーカーは軽トラックを購入したお客様全員に３０ 

０ドル相当の「Ｙａｋｋａ」ブランドの作業服を差し上げるとメデアを通して宣 

伝致しました。しかし、実際に差し上げたのはＹａｋｋａ製品の引き換え券であ 

りました。引き換え券には金額が明記されてなくＹａｋｋａの作業服が１００ポ 

イントまで頂けると記載されてありました。 
 

購入者がＹａｋｋａ製品を販売している小売店に赴き１００ポイントの引換券を 

渡しますと、２００ドル最高で２５０ドルまでしか購入できませんでした。 
 

消費者からのクレームを受けたＡＣＣＣは、調査の結果メーカーは商慣習法で禁 

じている消費者に誤解を与える行為と断定致しました。 
 

メーカー側の出した３００ドルの根拠は希望小売価格で販売しているお店に消費 

者が１００ポイント引換券を渡した場合初めて３００ドルに価します。しかし、 

多くの小売店は値引きをしている為、１００ポイントでは２００から２５０にし 

かなりませんでした。 
 

ＡＣＣＣの起訴に対して、裁判所はメーカーに対して車の購入者に更に５０ポン 

ト差し上げると共に詫び状を全ての購入者に送付する様命令致しました。 
 

本件で学ぶ事は確定出来ない約束を消費者にしてはいけないという事であります。 

但し、判例として通常人が明らかに冗談と判る様な広告は商慣習から除かれます。 

 

商慣習法商慣習法商慣習法商慣習法 No 11 
 

8 年程前に極東からオーストラリアへの船運賃の一斉に値上げ発表がありました。 

当然日系全ての船会社も値上げをしようと計画しておりました。一斉値上げしよ 

うとした船会社はAsia Australia Discussion Agreement (AADA) に加入しておりま 

した。AADA 加盟船舶会社は船運賃を10 割上乗せする事を発表致しました。 
 

船会社は商慣習法で規定されている市場競争関連法から一部除外されております 

が、ＡＣＣＣは１００％の運賃上乗せには懸念を示しました。もし、これが実施 

されますと、輸入業者、運送業者及び経済界から非難が寄せられ事が予想されて 



おりました。 
 

ＡＣＣＣはＡＡＤＡ同盟の廃止も眼中に入れて調査を始めました。同盟が廃止さ 

れれば商慣習法の例外規定が除外される懸念がありました。 
 

本件で学ぶ事は商慣習法から除外されている場合でも、常識を超えた行為は法の 

悪用と看做され司法者に再考を促す可能性があるという事であります。 
 

 

詳細は下記までご連絡願います。 
 

弁護士 堀江純一 
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